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特区制度は、国と自治体・事業者が協力し、規制改革を行うことで、
地方創生や日本の国際競争力の強化などにつなげる制度

❶
地域課題解決

特区制度とは

地域の課題解決や
活性化にあたり、
全国一律の規制・制度が

 地域の実情に合っていない
 技術の進展やビジネスの実態に合っていない

特区制度を活用して  新しい規制の特例を提案・創設
 創設された特例の活用・横展開・全国措置化

❷
新たな事業サービスの創出

特区を活用した
地方創生
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特区制度を使うには（新たなルールを作る）
 特区制度を使って、「新たなルールを作ること（全国ルールや特例の創設の提案）」と「作られたルールを使
うこと（特例の活用）」ができます。

 「全国ルールや特例の創設の提案」は、自治体・企業・個人の皆様、誰でも行うことができ、随時募集して
います。

新たなルールを作るには？

・事務局へ提案
・STEP2に向けて、
事務局と相談

・事務局が制度の
主務官庁へ検討要請
→主務官庁より回答

※回答次第で再検討
要請可能

新たな規制改革
事項の提案

主務官庁へ
検討要請 WGヒアリング 新しい特例や

ルールの見直し

新たな規制・制度改革のためのご相談を随時募集しています。
提案内容の実現に向けて、内閣府（地方創生推進事務局）が皆様をサポートします！

提案が
認められれば

・必要に応じて、特区
WG（民間有識者）によ
るヒアリングを開催

・ヒアリングでは、提
案者や主務官庁から
の資料を用いた説明
を基に議論
（参考）これまでの
ヒアリングの様子

資料作成は事務局が
伴走支援します！

以下を盛り込んだ提案をいただけると◎
難しくても、事務局がサポートします！

・想定している事業内容
・当該事業を阻害する

“具体的な規制・制度”
・地域・社会課題や技術変化など、
事業の“必要性”

必要に応じて事前
相談も可能です！
提案フォーム
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https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/teian.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc_wg/index.html


特区制度を使うには（作られたルールを使う）
 「特例の活用」を行う場合、すべての自治体が活用できるもの（構造改革特区の特例）と、指定された区
域が活用できるもの（国家戦略特区／総合特区の特例）があります。

 特例一覧と指定区域をご確認の上、事務局にご相談ください。

国家戦略特区 総合特区

＼全国どこでも活用可能／

例えばこんな特例があります

作られたルールを使うには？

• 公立保育所における給食の外部搬
入方式の容認事業

• 酒類の製造事業（通称①どぶろく
特区、②ワイン特区）

• 職業能力開発短期大学校の修了者
の大学編入学事業 など

＼指定区域のみ活用可能／

• 家事支援外国人材の受入れ
• 都心居住促進のための容積
率・用途等土地利用規制の
見直し など

例えばこんな特例があります

構造改革特区
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https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/siryou/zireisyuu.pdf
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/ninteisinsei.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/sogotoc/pdf/tokurei_kokusen_sogotoc.pdf
https://www.chisou.go.jp/tiiki/sogotoc/pdf/tokurei_tiikikasseika_sogotoc.pdf


• 特区制度の認知を高め、制度の活用を促進するため、公式noteを立ち上げるとともに特例措置の創
設や活用方法を特区横断的に解説した「特区の手引き」や、分野ごとの好事例をまとめた「特区の活
用事例」を公表し、特区相談窓口も整備

特区制度の活用促進 地域の好事例の情報発信強化

「特区の手引き」・「特区の活用事例」（2025年３月公表） 「note」（2025年２月創設）

公式note
開設

手引き＆
活用事例

様々な媒体で情報を発信しています
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事業を拡大するうえで、
既存のルールが障害と
なっていませんか？

規制改革事項の提案募集について
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/teian.html

内閣府 地方創生推進事務局 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/index.html

内閣府 特区 検索
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39
 永田町合同庁舎  

国家戦略特区ホームページ

特区を活用して
解決につなげて
みませんか？

アイディアはホームページから
お寄せください。

300 件を超える

これまで

03-5510-2472  i.kokkatoc@cao.go.jp  

皆さんからの アイディア提案 をお待ちしています！

ご意見・ご質問などのお問い合わせはこちらへ

YES 特例が設けられました。

規制改革事項の提案募集
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